
 

令和８年度 　　嚶鳴小　やさしい子のやくそく  

旭市立嚶鳴小学校 

　この「やさしい子のやくそく」は、児童の皆さんがルールを守り、安全に楽しく過ごすことができるよ

うに定めました。 

 

１．校内での生活について 

（１）安全に気を付け、みんなが気持ちよく過ごせるように行動します。 

（２）持ち物には名前を書き、大切にします。また、学習に関係ない物は、持ってきません。 

（３）小学生が、学校生活を送るのにふさわしい身なり（服装・髪形など）で登校します。 

 

２．校外での生活について 

（１）交通ルールやマナーを守り、交通事故にあわないようにします。 

（２）家の人と約束した時刻には、必ず帰ります。   

       防災無線がなったらすぐに帰ります。

（３）子ども同士で学地区外へ行きません。（遊びには行きません。） 

　　　※習い事など、必要な場合は家の人と相談します。 

（４）トラブル防止のため、カラオケ・映画館・ゲームセンター・大型店舗などでは、必ず大人の人

と一緒に過ごします。 

（５）友達の家に、家の人の許可なく泊まりに行けません。 

（６）自転車に乗るときは家の人の許可をもらい、ヘルメットをかぶり、交通ルールやマナーを守っ

て乗ります。 

学年 子どもだけで乗ってよい範囲の目安  

　１・２年生 　庭、公園など  

　３年生 　自分の地区内                     

　４年生   自分の地区内と隣接する地区内  

  ５・６年生 　学区内

 

（７）安全に気を付け、他の人の迷惑にならないようにします。 

（８）登下校や遊んでいる時、あぶない思いをしたら、［子ども１１０番の家］や近くの家に助けを

求めます。また、必ず防犯用のブザーを持ち歩き、あぶない時には鳴らします。 

 

 

              ＊学校への連絡 ５５－２１６１

 

（９）スマホやゲーム、インターネットなどの使い方に注意しましょう。 

　　・インターネット上の交流（ＳＮＳやオンラインゲーム等）において､相手のいやがること（悪

口､からかいなど）は絶対にしません。 

　　・夜９時以降は､スマホやパソコン､ゲームなど使用をひかえましょう。 

 


